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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　当社が会社法および会社法施行規則に基づき取締役会で決議した「業務の適正を確保するための体
制の整備に関する基本方針」および取締役会で確認した「運用状況の概要」は、次のとおりでありま
す。

　当社は、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針を次のとおりとし、これに基づき体制
を整備・維持いたします。

 

(1) 取 締 役 お よ び 使
用 人 の 職 務 の 執
行 が 法 令 お よ び
定 款 に 適 合 す る
こ と を 確 保 す る
ための体制

＜決議の内容の概要＞
　当社は、コンプライアンスの徹底を当社の最重要課題と位置付ける。なお、当社に
おいて「コンプライアンス」とは、法令遵守はもとより社会の信頼に応える高い倫理
観をもって、全役員・従業員一人ひとり行動することとする。
　当社は、「コンプライアンスに関する基本的な取り組み方針」、「コンプライアン
スに関する行動基準」を役員・従業員に周知徹底し、コンプライアンスの実効性を確
保する。
　当社は、社外の有識者を委員として招聘した「コンプライアンス委員会」から、コ
ンプライアンスの推進や体制整備についての客観的な助言・監督・評価を得て、法務
部コンプライアンス推進グループがコンプライアンスに係る事項を管理・推進してお
り、また、監査部業務監査グループが監査を行うことにより、コンプライアンスに係
る内部監査機能を確保しており、今後もこれを継続する。
　当社は、取締役会の業務執行監督機能の客観性・中立性・透明性を高めるため、独
立した立場の社外取締役を置いており、今後もこれを継続する。
　当社は、反社会的勢力や団体との一切の関係を遮断しており、今後も不当な要求等
を拒否するため、毅然とした態度で対応する。
＜運用状況の概要＞
　コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンス施策への助言・監督・評価お
よび社外弁護士事務所に設置した目安箱（ヘルプライン）へ通報された事案への対応
を行っている。当該委員会は、当事業年度中に３回開催された。
　当社は、社内でのコンプライアンス活動の実効性を高めるため、役員・従業員にコ
ンプライアンス・ガイドブックを配布し、方針や基準について周知徹底しており、各
部門に設置したコンプライアンス推進者をメンバーとするコンプライアンス推進会議
を定期的に開催し、施策の社内展開を図るとともに、各部門における活動状況の把握
を行っている。
　反社会的勢力や団体との関係遮断について、当社は、全ての国内法人との間の契約
書に、反社会的勢力排除条項を盛り込んでいる。
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(5) 当 社 お よ び そ の
子 会 社 か ら 成 る
企 業 集 団 に お け
る 業 務 の 適 正 を
確 保 す る た め の
体制

＜決議の内容の概要＞
　当社は、当社および当社グループが社会からその存在価値を認められ、信頼を得る
ために、「グループ企業理念」、「グループ行動指針」および「コンプライアンスに
関するグループ行動基準」を策定し、当社グループの全役員・従業員が上記「グルー
プ企業理念」、「グループ行動指針」および「コンプライアンスに関するグループ行
動基準」を踏まえた行動をとるよう適切に対応する。
　当社は、当社グループ各社に対し、当該各社に応じた適切なコンプライアンス体制
の整備とコンプライアンスの徹底を要請する。
　当社は、「グループ企業管理規程」および「グループ企業管理細則」を制定し、当
社グループの業務の適正を確保する体制の強化に対応する。
　当社は、当社経営幹部による、当社グループ各社の経営幹部に対する当該各社の経
営状況のモニタリングを継続的に実施するとともに、当該各社のコンプライアンスの
状況、リスク管理状況および業務の効率性を確保する体制についても報告を受け、当
該各社において、改善すべき点があると認められた場合には、改善を要請する。
　当社は、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するための体制を敷いて
おり、今後もこれを継続する。
＜運用状況の概要＞
　当社は、グループ企業理念、グループ行動指針およびコンプライアンスに関するグ
ループ行動基準を制定し、グループ企業が遵守するように徹底を図っている。
　グループ企業に対するコンプライアンス推進活動は、国内全販売会社および事業会
社を対象に、当社法務部コンプライアンス推進グループが事務局となり推進してい
る。具体的には、国内グループ企業各社のコンプライアンス担当者をメンバーとした
グループ企業コンプライアンス推進会議を原則毎月開催し、グループ企業各社のコン
プライアンス体制の整備を推進するとともに、各社間での情報交換によるグループ全
体のコンプライアンスのレベルアップを行った。
　当社は、当社グループ各社の経営状況について、当社経営幹部による、各社の経営
幹部に対する年次ヒアリングを、各社毎に年１回実施し、あわせて当該各社のコンプ
ライアンスの状況、リスク管理の状況および業務の効率性を確保する体制についても
報告を受けた。
　当社は、金融庁の実施基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性について、
全社的な内部統制および業務プロセス統制の整備および運用状況の評価を実施してい
る。当事業年度は当社グループ35社を評価対象として評価を実施した結果、当事業年
度末日時点において、当社の財務状況に係る内部統制は有効であると判断した。

 

(6) 監 査 役 が そ の 職
務 を 補 助 す べ き
使 用 人 を 置 く こ
と を 求 め た 場 合
に お け る 当 該 使
用 人 に 関 す る 事
項

＜決議の内容の概要＞
　当社は、監査役からの要請に従い、当社の社内組織として「監査役スタッフグルー
プ」を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人を配属する。
＜運用状況の概要＞
　当社は、監査役スタッフグループを設置し、専任者を配属している。業務の内容は
監査の実効性確保を目的とした監査役の職務の補助であり、監査役監査に係る庶務事
項ならびに監査役会および経営監査会議の事務局業務等も行っている。

－ 3 －
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の数　　　　　　　　　88社
⑵　主要な連結子会社の名称　　　　　いすゞ自動車販売㈱

いすゞ自動車近畿㈱
いすゞ自動車首都圏㈱
いすゞ モーターズ アメリカ エルエルシー
泰国いすゞ自動車㈱

⑶　連結の範囲の変更 ①テーデーエフ㈱、㈱アイメタルテクノロジー、自動車部品工業
㈱は㈱IJTTへ吸収合併されたため、連結子会社から除外していま
す。
②㈱いすゞアールエスは清算手続きが完了したため、連結子会社
から除外しています。

⑷　主要な非連結子会社の名称　　　　函館いすゞモーター㈱
⑸　連結の範囲から除いた理由　　　　非連結子会社は、いずれも小規模であり、また、総資産・売上高

ならびに当期純損益・利益剰余金(持分相当額)等の合計額が連結
会社の総資産・売上高ならびに当期純損益・利益剰余金(持分相当
額)等に占める割合はいずれも僅少であり、連結計算書類に重要な
影響を与えないため連結の範囲から除外しています。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法適用会社の数　　　　　　　51社
⑵　主要な持分法適用会社の名称
非連結子会社　　　　　　　　　　いすゞ保険サービス㈱
関連会社　　　　　　　　　　　　ジェイ・バス㈱

－ 7 －
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⑽　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基
づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しています。なお、退職給付債務の算定に
あたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっています。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（主として10年）による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額
法または定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部に
おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。
②消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

５．追加情報
　新型コロナウイルス感染症は、経済及び企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広が
り方や収束時期等を予見することは困難なことから、当連結会計年度末以後、2021年３月期の一定期間に
わたり当該影響が継続するとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。

６．会計方針の変更
  （IFRS第16号  リースの適用）
　米国を除く在外連結子会社では、当連結会計年度期首よりIFRS第16号「リース」を適用していま
す。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累積
的影響を適用開始日に認識する方法を採用しています。また、過去にIAS第17号を適用してオペレー
ティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日に使用権資産及びリース負
債を認識しています。
　当該会計基準の適用に伴い、当連結会計年度の連結貸借対照表において有形固定資産の「その他（純
額）」が10,846百万円、流動負債の「リース債務」が1,866百万円、固定負債の「リース債務」が
9,691百万円それぞれ増加しています。なお、当連結会計年度の損益に及ぼす影響は軽微です。

（ASU第2014-09号　顧客との契約から生じる収益の適用）
　米国連結子会社において、当連結会計年度期末よりASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収
益」を適用しています。
  本会計基準により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサー
ビスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
　当該会計基準の適用が連結計算書類に及ぼす影響は軽微です。

－ 11 －
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連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産
担保に供している資産
たな卸資産 2,618百万円
担保付債務
買掛金 5,099百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 963,516百万円

３．保証債務
三井住友トラストクラブ㈱ 3百万円

４．事業用土地の再評価
　当社は、「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（1999年３月31日　法律第24号）に基
づき、事業用土地の再評価を行っています。この評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として
純資産の部に計上しています。
　再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額と
の差額は、63,181百万円です。

－ 12 －
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⑽　デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。（上記⑼参照）
為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。

(注2)非上場株式（連結貸借対照表計上額2,363百万円）、非連結子会社及び関連会社に対するもの（連結貸借
対照表計上額80,447百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑷　投資有価証券」には含めていませ
ん。

賃貸等不動産に関する注記
　金額的重要性がないため省略しています。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,292円05銭
１株当たり当期純利益 110円14銭

重要な後発事象に関する注記
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による商用車市場の需要低迷に伴い、連結貸借対照表日後において
も当社グループの経済活動に重大な影響が生じており、当該需要低迷が継続した場合、当社グループの経営成
績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。なお、現時点では、これによる経営成績及び財政状
態に与える影響は不確定です。

－ 15 －
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法
⑴　子会社株式及び関連会社株式　　　移動平均法による原価法（一部について評価減を行っています）
⑵　その他有価証券
①時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
②時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法　時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法　　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）

４．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について
は、３年間で均等償却しています。

⑵　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法。なお、無形固定資産に含まれる「ソフトウエア」の減価
償却方法は、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額
法によっています。

⑶　リース資産　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リ
ース期間を耐用年数とした定額法を採用しています。なお、残存
価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあるもの
は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。

５．重要な引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上していま
す。

⑵　賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるための引当であり、当事業年度に負担
すべき支給見込額を計上しています。

⑶　役員賞与引当金　　　　　　　　　役員の賞与支給に充てるための引当であり、当事業年度に負担す
べき支給見込額を計上しています。

－ 17 －
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⑸　その他　　　　　　　　　　　　　当社内にはデリバティブ取引に関する内規があり、内規には取引
の目的、内容、保有限度、報告体制等を定めており、これに基づ
いて取引及びリスク管理を行っています。

８．繰延資産の処理方法
支出時に全額費用として処理する方法を採用しています。

９．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　退職給付に係る会計処理　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用

の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの
会計処理の方法と異なっています。

⑵　消費税等の会計処理　　　　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

10．追加情報
　新型コロナウイルス感染症は、経済及び企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広が
り方や収束時期等を予見することは困難なことから、当事業年度末以後、2021年３月期の一定期間にわた
り当該影響が継続するとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社

会社等の名称
議決権等の
所 有 ・
被所有割合

関連当事者との関係 取引の内容
取 引 金 額
（百万円）
（注2）

科 目 期 末 残 高
（百万円）

いすゞ自動車
販売㈱

直接
75.0% 製品の販売 車両・部品の販売

（注1） 446,565 売 掛 金 94,442

五十鈴汽車工
程柴油機(上
海)有限公司

間接
75.0% 製品の販売 産業用ｴﾝｼﾞﾝの販売

（注1） 33,003 売 掛 金 10,604

 ㈱IJTT
直接
43.2%
    間接
    0.1%

ｴﾝｼﾞﾝ/駆動関係の鍛造部
品・鋳造部品の購入

原材料等の購入
（注1） 118,066 買 掛 金 15,762

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）価格その他の取引条件は、市場価格等を十分に勘案し、交渉の上で決定しています。
（注2）取引金額には消費税等を含めていません。期末残高には消費税等を含めています。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 818円89銭
１株当たり当期純利益 96円21銭

重要な後発事象に関する注記
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による商用車市場の需要低迷に伴い、貸借対照表日後においても当
社の経済活動に重大な影響が生じており、当該需要低迷が継続した場合、当社の経営成績及び財政状態に重大
な影響を与える可能性があります。なお、現時点では、これによる経営成績及び財政状態に与える影響は不確
定です。

以　上
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